
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ト
ラ
イ
ア
ル
桜
井
粟
殿
店

所
在
地

桜
井
市
大
字
粟
殿
一
〇
一
七
番
九
ほ
か

二

述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

桜
井
市
粟
殿

池
窪

毅

学
校
通
学
路
の
安
全
確
保
に
関
し
て

計
画
書
に
よ
り
ま
す
と
当
該
店
舗
へ
の
出
入
口
は
三
箇
所
（
一
箇
所
は
搬
入
車
両
専
用
出
入
口

）
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
南
側
に
は
歩
道
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
歩
道
は
、
桜
井
西
小
学
校
及

び
桜
井
中
学
校
の
通
学
路
と
し
て
、
多
く
の
子
ど
も
達
が
集
団
等
で
登
下
校
し
て
い
ま
す
。
当
該

店
舗
は
二
十
四
時
間
営
業
と
聞
い
て
お
り
、
子
ど
も
達
の
登
下
校
時
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
の
か

非
常
に
不
安
に
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
次
の
対
策
等
を
要
望
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１

自
動
車
の
進
入
は
西
側
の
一
箇
所
に
と
ど
め
る
。

２

交
通
整
理
員
を
増
員
し
て
登
下
校
時
の
交
通
指
導
に
あ
た
る
。

未
来
を
担
う
子
ど
も
達
の
命
の
安
全
と
地
域
の
繁
栄
を
願
う
一
人
と
し
て
意
見
し
要
望
し
ま
す
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

四

縦
覧
期
間

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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